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はじめに 

 

 登別市立図書館は昭和４７年の開館以来、地域を支える情報拠点として、利用者の皆

さまからの要望や社会の要請に応えられるよう、図書館奉仕業務に努めて参りました。 

 情報通信技術の急速な進歩・普及、価値観の変化・多様化など、社会情勢が急激に変

化している昨今、市民が図書館に求めるものは、より多面的になってきています。 

 登別市立図書館はこれまで、登別市総合計画や登別市生涯学習基本構想に基づい

て図書館の運営にあたって参りましたが、社会の変化や新たな課題に対応し、今まで以

上にきめ細やかな図書館サービスを図るため、これらに加えて今後の図書館運営につ

いての構想（ビジョン）をまとめた「登別市立図書館がめざすもの」を策定することといた

しました。 

 本ビジョンは、公共図書館が果たすべき社会的役割や図書館業務の本質に立脚し、

本市の図書館が今後目指すべき図書館像を明示し、図書館運営の理念と基本的な運

営方針を定めたものです。 

登別市立図書館は、地域にしっかりと根をはり、市民一人ひとりが自己実現に向けて

豊かな時間を過ごして頂ける図書館を目指して参ります。 
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「豊かな時間を図書館で」 。これは、登別市立図書館のキャッチフレーズです。 

図書館に求めるものは、人それぞれ異なります。ですから「豊かな時間」も各人によっ

て異なるでしょう。 

講演会やおはなし会など図書館の事業に参加して楽しいひとときを過ごすのも「豊かな

時間」でしょう。あるいはまた、ひとり黙々と学習室で勉強に励むのも充実した「豊かな時

間」です。 

「図書館は利用者によっていかようにも姿をかえる」といわれます。利用者の関心やレ

ベルに応じてその姿を変えるのです。 

図書館の魅力は、この広さと深さにあると思います。 

では、登別の市民が求める図書館とはどういう図書館なのでしょうか。 

「私たちはこういう図書館をほしい。こういう図書館に育てたい」、それを市民と共に考え

ていくことこそ、登別市の図書館を育てていく力になると思います。 

図書館学者ランガナタンの有名な「図書館は成長する有機体である」という言葉は、イ

ンターネットやデジタル化など時代の変化によって図書館は変わるということだけを指し

3 

「登別市立図書館のめざすもの」策定にあたって 

『図書館を育てていくために』 

「図書館のめざすものを考えることは、ただ理想像の追求だけでなく、 

図書館を育てていく力の供給源になるでしょう。 

図書館の理想を見失ったとき、図書館は「成長する有機体」としての 

歩みを止めるのです。」       (元日本図書館協会理事長 竹内悊氏) 



 

 

たものではありません。 

図書館は、市民・利用者との相互作用によって成長するということを指摘しています。 

「良い図書館は天から降ってこない」といいます。 

図書館と市民がより近くなる仕組みをどうやって築いていくか。小さな図書館ならではの

「市民との距離の近さ」をどう活かしていくか。 

この「登別市立図書館のめざすもの」を、現実の取り組みとして、地域にしっかりと根

を張り市民一人ひとりの自己実現を助ける図書館へと育てていくには、長い時間がかか

るかもしれません。 

図書館はまた、従来の「官」と「民」という構図から、市民参加による「公」を育てていく

格好の実践の場であると思います。 

また、公共図書館における指定管理者制度などの是非を議論するには、その前にま

ずもって、「わたしたちの図書館がめざすもの」は何か、という市民の議論があるべきだ

と思います。その実現に向けて、運営形態を模索するものだと思います。 

「登別市立図書館のめざすもの」は、その出発点であり、たたき台です。 

この「登別市立図書館のめざすもの」が、これからの登別市の図書館について、登別

市民による活発な議論が生まれる契機となることを強く期待します。 

「登別市立図書館のめざすもの」の先に、市民との協働による「新図書館建設計画」な

どの具体的な計画が検討されていくものと考えています。         

                              登別市立図書館長 
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登別市立図書館のめざすもの 

登別市の図書館は一人ひとりを大切にします 

～いつでも どこでも だれでも、身近に利用できる図書館に～ 

登別市の図書館は一人ひとりの生き方を応援します 

～一人ひとりの自己実現を助ける図書館に～ 

登別市の図書館は市民と共につくります 

～市民に「出番」を創出・提供します～ 

登別市の図書館は登別を未来に残します 

～登別を保存し、「地域づくり」に積極的に関わります～ 

登別市の図書館は気持ちを休める場を提供します 

～すべての市民に「居場所」を提供します～ 



 

 

 
 

 

 

 

図書館の扉は、誰にでも開かれています。 

図書館学者・ランガナタンは、「本はすべての人々のもの」と述べています。 

登別の図書館は、子ども・高齢者・障がい者など、すべての人が利用できる図書館をめ

ざします。 

登別の図書館は個人の価値を尊重します。 

図書館は利用者の求めるものによって、いかようにもその姿を変えるといわれます。 

登別の図書館は一人ひとりの異なる要求に適切に応えます。 

登別の図書館は、市民一人ひとりが、大切な１冊と出会うことを支援します。 

登別の図書館は利用者のプライバシーを守ります。 

登別の図書館は、市民から信頼される「一人ひとりを大切にする図書館」をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域社会と市民の多様なニーズに応え、多種多様な資料の収集・整理・提供・保存に努めます。 

 

 子ども・高齢者・障がい者、だれもが利用しやすいよう、施設・設備・サービスの改善に努めます。 

 

 市内のどこに住む人でも図書館が利用できるよう、市内全域サービス強化・充実に努めます。 

 

 市民が気持ちよく利用でき、居心地の良い場となるよう、サービスの向上に努めます。 

 

 コンピュータや情報機器が苦手な人への、情報リテラシー（情報活用能力）の支援に努めます。 

いつでも どこでも だれでも、身近に利用できる図書館に 
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図書館は、よりよく生きるために、よりよく考えるための場所です。 

図書館は、自らの課題や人生の意義について、書物や情報と出会い、自分自身を発見

する機会を与えてくれます。 

図書館が所蔵する資料のなかには、市民の問題解決の手がかりとなるものがきっとあ

るはずです。 

市民一人ひとりの自己実現を助け、自分にとって大事な何かを図書館で見つけること、

それが図書館のある暮らしです。 

登別の図書館は、市民の暮らしになくてはならないものとして、 

「一人ひとりの自己実現を助ける図書館」をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民が読書や文化に親しむ機会と環境づくりを推進します。 

 

 地域の課題や市民の生活解決の解決を、情報提供によって支援します。 

 

 レファレンスサービスやリクエスト対応など、図書館サービスの基本を忠実に遂行します。 

一人ひとりの自己実現を助ける図書館に 
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登別市の図書館は 

一人ひとりの生き方を応援します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市民が図書館を育て、図書館が市民を育てる」といわれます。 

図書館が真に市民のものとなるには、図書館と市民の相互作用が必要です。 

図書館が市民に利用されるには、市民に図書館の価値や役割・魅力をみつけてもらわ

ねばなりません。 

「登別の図書館に行けばあるはずだ」と市民に認知してもらうには、登別の図書館が常

日頃から、的確な運営とサービス・活動をしていなければなりません。 

登別の図書館は、市民が積極的に図書館活動に参加できる図書館を希求します。 

市民が図書館活動に能動的に係わることで、はじめて図書館が市民のものになります。 

登別の図書館は、「市民と共につくる図書館」をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「図書館友の会」など、市民が図書館活動に能動的に係われる環境を構築します。 

 

 図書館と市民の関係を双方性なものになるよう努め、市民の善意を図書館活動に提供してもら

えるよう、地域に根ざした図書館への成長を図ります。 

 

 図書館と市民をつなぐ架け橋であるボランティアとの連携を深め、育成に努めます。 

 

 市民の能力と意欲を積極的に取り込み、図書館の活性化を図ります。 

 

 知識や技術・経験を有する市民に、講座や展示などの「出番」を創出・提供します。 

 

 市民が日々の暮らしのなかで、図書館がもっと身近なものになるよう、市民に図書館の意義や

役割・魅力を周知する利用教育と啓発普及に努めます。 

登別市の図書館は 

市民と共につくります 
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市民に「出番」を創出・提供します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「図書館は蓄える文化」といわれます。 

なかでも、郷土に関する資料の収集・整理・保存は、外部に委ねることのできない図書

館の重要な責務です。 

登別の過去と現在を保存することは、未来を拓く手がかりを有することであり、登別の未

来を創造していくうえで不可欠なことです。 

しかし、郷土資料業務を図書館だけで自己完結的にやりきることには限界があります。 

郷土資料の収集・整理・保存、さらに作成・編纂こそ、市民との協働により推進すべき事

業です。また、郷土資料事業への市民の参画は、学びをとおし、地域の人材育成の効

果を生むといわれます。 

市民との協働による、郷土資料の収集・整理・保存・作成を通して、登別の図書館は、

「地域づくり」に積極的に関わります。 

登別の図書館は、「登別を未来に残す図書館」をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 郷土資料の収集・整理・保存に努めます。 

 

 郷土資料のデジタル化を図ります。 

 

 市民との協働により、郷土に関する資料を作成します。 

登別市の図書館は 

登別を未来に残します 

登別を保存し地域づくりに積極的に関わります 
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図書館は、人が本来の自分に戻れるところといわれます。 

忙しい日々の暮らしの中で、図書館は自分を見つめ直すことができる貴重な場所です。  

登別の図書館は、市民一人ひとりに、気持ちを休め、心を癒すことのできる空間と時間

を提供します。 

図書館はまた、市民の暮らしに潤いを与えてくれる場所です。 

登別の図書館は、「市民一人ひとりが豊かな時間を過ごせる図書館」をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すべての市民に「居場所」を提供します。 

 

 市民が「豊かな時間」を過ごせるよう、多種多様な事業を持続的に展開します。 

 

 知識や技術・経験を有する市民に、講座や展示などの「出番」を創出・提供します。（再掲） 

 

 市民が気持ちよく利用でき、居心地の良い場となるよう、サービスの向上に努めます。（再掲） 

 

 市民が読書や文化に親しむ機会と環境づくりを推進します。（再掲） 

登別市の図書館は 

気持ちを休める場を提供します 

すべての市民に「居場所」を提供します 

9 



  
 10 

 
  

【 資 料 】 

 

図書館の設置及び運営上の望ましい基準（抜粋） 

（平成２４年１２月１９日 文部科学省告示第１７２号） 

 

第一 総則 

一 趣旨 

1 この基準は、図書館法（昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。）第七条の二

の規定に基づく図書館の設置及び運営上の望ましい基準であり、図書館の健全な発展に

資することを目的とする。 

 

2 図書館は、この基準を踏まえ、法第三条に掲げる事項等の図書館サービスの実施に努め

なければならない。 

 

第二 公立図書館 

一 市町村立図書館 

1 管理運営 

（一）基本的運営方針及び事業計画 

① 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、当

該図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針（以下「基本的運営方針」とい

う。）を策定し、公表するよう努めるものとする。 

 

② 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営

に関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごと

に、当該事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとする。 

 

③ 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画の策定に

当たっては、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。 
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準の見直しについて（抜粋） 

（平成２４年８月 「これからの図書館の在り方検討協力者会議」報告書より） 

 

 

３．これからの図書館に求められる「設置及び運営上望ましい基準」の視点 

（１）社会の変化や新たな課題への対応 

（２）図書館法の改正への対応 

（３）情報化の進展への対応 

（４）都道府県及び市町村の役割の明確化 

（５）新基準の構成 

 

Ⅱ．「設置及び運営上望ましい基準」の具体的な内容 

１．図書館法改正を踏まえて新たに盛り込む内容 

  ①図書館における評価の実施やその結果に基づく運営の改善に関する包括的な 

努力義務規定（図書館法第７条の３関係） 

  ②図書館の運営状況に関する地域住民への情報提供に関する努力義務規定 

   （図書館法第７条４関係） 

 

２．「これからの図書館像（報告）」の提言及びこれまでの「図書館の在り方検討協力者会

議」等での議論を踏まえて盛り込むべき内容（公立図書館） 

（１）これからの図書館サービスに求められる新たな視点 

  ①図書館活動の意義の理解促進に関すること 

（２）これからの図書館経営に必要な視点 

  ③利用者の視点に立った経営方針の策定に関すること 

   図書館は、地域住民をはじめ社会・地域のニーズに基づき、適切な図書館 

サービスを提供するため、それぞれの図書館がめざす使命や目的を定め、公表する必

要がある。 

図書館の経営にあっては、社会や地域の実情、利用者のニーズの変化に応じ、さらに、

利用者の視点に立った図書館サービスを行うよう、サービス内容の見直しを行うこと

が求められる。 

 

 

図書館の自由に関する宣言（抜粋） 

（１９７９年５月３０日 日本図書館協会総会議決） 

 

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供すること

をもっとも重要な任務とする。 
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この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。 

第１ 図書館は資料収集の自由を有する 

第２ 図書館は資料提供の自由を有する 

第３ 図書館は利用者の秘密を守る 

第４ 図書館はすべての検閲に反対する 

 

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。 

 

 

アメリカ社会に役立つ図書館１２か条 

（竹内悊氏編・訳「図書館のめざすもの新版」日本図書館協会 より） 

 

（１）図書館は民主主義を維持します。 

（２）図書館は社会の壁を打ち破ります。 

（３）図書館は社会的不公平を改めるための地ならしをします。 

（４）図書館は一人ひとりを大切にします。 

（５）図書館は創造性を育てます。 

（６）図書館は若い心を開きます。 

（７）図書館は大きな見返りを提供します。 

（８）図書館はコミュニティをつくります。 

（９）図書館は家族を支えます。 

（10）図書館は、情報機器を使う能力と考え方とを育てます。 

（11）図書館は心の安らぎの場を提供します。 

（12）図書館は過去を保存します。 

 

 

ランガナタンの五法則 

（竹内悊氏解説「図書館の歩む道」日本図書館協会 より） 

 

第一法則 本は利用するためのものである。 

第二法則 いずれの読者にもすべてその人の本を 

第三法則 いずれの本にもすべてその読者を 

第四法則 読者の時間を節約せよ 

第五法則 図書館は成長する有機体である 

 

 



  
 13 

 
  

ユネスコ公共図書館宣言（抜粋）（１９９４年１１月採択 原文は英語） 

 

地域において知識を得る窓口である公共図書館は、個人および社会集団の生涯学習、独自

の意思決定および文化的発展のための基本的条件を提供する。 

この宣言は、公共図書館が教育、文化、情報の活力であり、男女の心の中に平和と精神的

な幸福を育成するための必須の機関である、というユネスコの信念を表明するものである。 

 

公共図書館 

公共図書館は、その利用者があらゆる種類の知識と情報をたやすく入手できるようにする、

地域の情報センターである。 

公共図書館のサービスは、年齢、人種、性別、宗教、国籍、言語、あるいは社会的身分を

問わず、すべての人が平等に利用できるという原則に基づいて提供される。 

蔵書およびサービスは、いかなる種類の思想的、政治的、あるいは宗教的な検閲にも、ま

た商業的な圧力にも屈してはならない。 

 

公共図書館の使命 

情報、識字、教育および文化に関連した以下の基本的使命を公共図書館サービスの核にし

なければならない。 

 

財政、法令、ネットワーク 

公共図書館は原則として無料とし、地方および国の行政機関が責任を持つものとする。 

公共図書館は、文化、情報提供、識字および教育のためのいかなる長期政策においても、

主要な構成要素でなければならない。 

 

運営と管理 

 地域社会の要求に対応して、目標、優先順位およびサービス内容を定めた明確な方針が策

定されなければならない。公共図書館は効果的に組織され、専門的な基準によって運営され

なければならない。 

 地域社会のすべての人々がサービスを実際に利用できなければならない。 

 図書館員は利用者と資料源との積極的な仲介者である。 

 

宣言の履行 

国および地方自治体の政策決定者、ならびに全世界の図書館界が、この宣言に表明された

諸原則を履行することを、ここに強く要請する。 
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